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★まちのできごと★

�������������第４回大間町春まつり開催‼
４月25日(土)、内山公園において第４回大間町春まつりが開催されました。
大間高等学校吹奏楽部・軽音楽同好会による合同演奏で始まり、大間郷土芸能保存会による

演舞、大間琴の会による演奏、サックス演奏やミニライブ、カラオケ大会など、大盛り上がりを
見せました。陸マグロ（大間牛）の販売もあり大盛況のうちに幕を閉じました。

▲オープニングを飾る
大間高等学校吹奏楽部・軽音楽同好会による合同演奏

▲元気いっぱいの掛け声で観客を魅了した芸能保存会の方々

▲盛り上がりを見せるカラオケ大会② ▲ミニライブを披露した「HanaKana」のお二人

▲サックス演奏を披露した「祐川慧樹
けいじゅ

さん」 ▲盛り上がりを見せるカラオケ大会①
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★まちのできごと★

������������������町内業者２社が清掃活動を実施しました
４月、町内業者２社が、「ふるさとの水辺サポーター制度」を活用し、地域の清掃ボランティ

ア活動を行いました。
当日は各社の社員の皆さんが手際よくゴミを回収し、地域の美しい景観づくりに大きく貢献

されました。活動の詳細は次のとおりです。

・野﨑建設工業株式会社 … ４月23日(木)に、小奥戸漁港から南側300ｍの範囲を清掃
（３ｔトラック ２台 ４ｔトラック １台）

・株式会社渋田産業 … ４月25日(土)に、下手浜海岸１㎞の範囲を清掃
（２ｔトラック ２台 ４ｔトラック ２台）

私たちの美しいふるさとの海を守るため、一人ひとりがゴミを持ち帰るなど、綺麗な環境を
維持していきましょう。

※「ふるさとの水辺サポーター制度」とは … 河川・砂防指定地・海岸の一定区間について、住
民や企業といった団体の自発的なボランティア
を募集し、これらの団体に河川・砂防指定地・海
岸の「サポーター」となっていただく制度です。

▲清掃活動の様子②（株式会社渋田産業）

▲作業員のみなさん②（株式会社渋田産業）

▲清掃活動の様子①（野﨑建設工業株式会社）

▲作業員のみなさん①（野﨑建設工業株式会社）
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★まちのできごと★

����������������大間町消防団観閲式が行われました
５月９日(土)、大間町消防団定期観閲式が行われました。
当日は風が強い中、大間保育園、うみの子保育園の幼年消防クラブによる演技が行われ、まとい振りや

ダンスにより、火事について注意喚起を行いました。
ポンプ操法やまとい振りでは、各分団とも日頃の練習の成果を遺憾なく発揮していました。
分列行進では、大間中学校音楽クラブ、大間高校の吹奏楽部合同演奏に合わせ、消防団員が堂々とした

行進を見せてくれました。
町民一人一人が、常日頃から火の元・火の取り扱いに十分注意し、火災のない町にしましょう！

������������������大間町人権擁護委員に仙台法務局長表彰
４月22日(水)、むつ市中央公民館において、大間町

人権擁護委員として貢献された古畑龍泉氏へ、仙台法
務局長表彰を受け、青森地方法務局むつ支局長より感
謝状が贈呈されました。
古畑氏は、令和２年から現在までの長きに渡り、町

の人権擁護委員としてご尽力いただいております。

写真左から 青森地方法務局むつ支局長 船水 氏▶
大間町人権擁護委員 古畑 氏

▲立派な演技でした（大間保育園） ▲消防団によるポンプ操法

▲立派な演技でした（うみの子保育園） ▲堂々とした分列行進
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������� �������緊急消防援助隊 町長へ帰庁報告
５月18日(月)、大間消防署 大西愛幸隊員、伊藤将臣隊員、山田亮太隊員が町長室を訪れ、去

る４月27日から５月４日まで岩手県大槌町林野火災へ緊急消防援助隊青森県大隊下北隊として
派遣され、事故なく帰庁したことを報告しました。
今回の林野火災は、延焼拡大が続き1,633ヘクタールを焼失した大規模なもので、隊員たちは

全国から集結した援助隊とともに、連日昼夜問わず懸命な消火活動にあたりました。
報告を受け町長は、「激しい火の中から無事に帰ってきてくれて本当に良かった。これからも

色々な災害に備え訓練を怠らないで頑張ってほしい。」と隊員の活動を激励しました。

▲左から伊藤隊員、山田隊員、野﨑町長
大西隊員、葛西署長、村川副署長

▲手前から大西隊員、伊藤隊員、山田隊員

����������������うみの子保育園マグロのぼりの集い
４月23日(木)、うみの子保育園でマグロのぼりの集いが行われました。
64名の子どもたちは、ロープを引っ張って「マグロのぼり」を揚げ、勢いよく泳ぐマグロのぼ

りの下で、「マグロのぼりのうた」を歌いました。
最後には、楽しそうに「かもまーる」と触れ合ったり、記念写真を撮りました。

▲かもまーると楽しく触れ合いました！▲元気に泳ぐ「マグロのぼり」

★まちのできごと★
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試験種別 受 験 資 格

高校卒業程度
（一般）

平成９年４月２日以降に生まれた方で、高等学校を卒業又は令和９年３月31日までに卒業
見込みの方

大間町では、令和９年４月採用予定の職員について、次のとおり採用試験を実施しますので、ご案内いたし
ます。
１ 試験種別、職種、採用予定人員及び採用予定年月日

試験種別 職 種 採用予定人員 採用予定年月日
高校卒業程度 一 般 若干名 令和９年４月１日

２ 受験資格

ただし、日本国籍を有しない者、自力により通勤ができない者、介助者なしに職務の遂行が困難な者及び地
方公務員法第16条に規定する次に掲げる者は、受験できません。
①拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
②大間町の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
③日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張
する政党その他の団体を結成し、又はこれに参加した者

試験区分 試 験 種 類
第１次試験 教養試験・性格特性検査・職場適応性検査・事務適正検査
第２次試験 作文試験・面接試験

試験区別 試験種別 試験日 試験実施場所 合否発表の時期と方法

第１次試験 高校卒程程度（一般） ９月20日(日) 大間町役場 10月下旬までに受験者全員へ
合否を郵送で通知

第２次試験 高校卒業程度（一般） 11月中旬 大間町役場 12月中旬までに受験者全員へ
合否を郵送で通知

��������������������令和８年度大間町職員採用試験実施のご案内

４ 試験日等

５ 受験申込方法
受験申込書を自筆で記入し、総務課まで提出してください。
なお、郵送により申込みをする場合は、封筒の表に「受験申込み」と朱書きしてください。
＊受験の申込み書類は、総務課で受け取るほか、大間町ホームページからダウンロードすることができます。
また、受験申込書には履歴書等の添付が必要となります。

６ 受験票の交付
受験票は各試験の申込受付期間終了後に郵送にて交付します。
なお、８月末日までに受験票が届かない場合は、総務課まで連絡をしてください。

７ 申込み受付期間
⑴ 高校卒業程度【一般】
令和８年７月１日(水)から７月31日(金)まで（ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く）
＊上記の受付時間は、午前８時30分から午後５時15分までです。
郵送による場合は、受付期間終了日までの消印があるものに限り受け付けます。

８ その他
この試験についての「お問い合わせ」「受験申込み先」は下記のとおりです。

〒039-4692 （個別郵便番号ですので、郵送の際は住所の記入は必要ありません）
青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20-4
大間町役場 総務課 ☎３７－２１１１

３ 試験の方法及び内容
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◎延滞金について
町税を納期限までに納付されない場合は、納期限までに納付された方との公平性を保つため、本来納めてい
ただく税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。
延滞金の計算方法

納期限までに完納されない税額に対しては、納期限の翌日から納付の日までの遅延日数に応じて、納期限の
翌日から１ヶ月間は7.3％、１ヶ月を超える期間には年14.6％となっておりましたが、平成12年１月１日以降
は特例措置（注１）が適用され、下記の表（延滞金の割合一覧）のとおりとなっております。

（延滞金の注意点）
・対象となる税額が2,000円未満の税額に対して、延滞金はかかりません。
・対象となる税額に1,000円未満の端数がある時は、延滞金計算時に端数を切り捨てます。
・1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
・100円未満の端数を切り捨てた延滞金がかかります。
（注１）延滞金特例基準割合とは、各年の貸付平均割合（租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割

合）に年１パーセントの割合を加算した割合です。
延滞金の割合一覧

滞納期間 年率（令和８年中）
納期限の翌日から１ヶ月を経過する日まで 2.80％
上記の日の翌日から納付の日まで 9.10％

⬘ 税務課 ☎３７－２５１８（直通）

������������～税務課からのお知らせ～

納期限の翌日から１ヶ月以内の期間 納期限の翌日から１ヶ月を超える期間

平成11年12月31日まで 7.30％

平成25年12月31日まで 14.60％

平成12年１月１日から
平成13年12月31日まで 4.50％

平成14年１月１日から
平成18年12月31日まで 4.10％

平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで 4.40％

平成20年１月１日から
平成20年12月31日まで 4.70％

平成21年１月１日から
平成21年12月31日まで 4.50％

平成22年１月１日から
平成25年12月31日まで 4.30％

平成26年１月１日から
平成26年12月31日まで 2.90％ 平成26年１月１日から

平成26年12月31日まで 9.20％

平成27年１月１日から
平成28年12月31日まで 2.80％ 平成27年１月１日から

平成28年12月31日まで 9.10％

平成29年１月１日から
平成29年12月31日まで 2.70％ 平成29年１月１日から

平成29年12月31日まで 9.00％

平成30年１月１日から
令和２年12月31日まで 2.60％ 平成30年１月１日から

令和２年12月31日まで 8.90％

令和３年１月１日から
令和３年12月31日まで 2.50％ 令和３年１月１日から

令和３年12月31日まで 8.80％

令和４年１月１日から
令和７年12月31日まで 2.40％ 令和４年１月１日から

令和７年12月31日まで 8.70％

令和８年１月１日から
令和８年12月31日まで 2.80％ 令和８年１月１日から

令和８年12月31日まで 9.10％
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������������行政相談所開設のお知らせ
大間町の皆さんが日々の暮らしの中で、行政が行う仕事に関する苦情や意見・要望があったときに、身
近な相談相手となるのは、行政相談委員（総務大臣が委嘱）です。
道路・河川、年金、医療保険、老人福祉、登記、労働基準、雇用保険、自動車検査・登録、窓口サービ
スなどお気軽にご相談ください。相談は無料で、相談者の秘密は厳守します。

〇日 時：６月16日(火) 午前10時～午後３時
〇場 所：大間町健康福祉センター「スマイリー」相談室１
〇相談担当：行政相談委員 岩本 修一（総務大臣が委嘱）

⬘ 企画経営課 ☎３７－２５０４（直通）
青森行政監視行政相談センター ☎０１７－７３４－３３５４
〒030-0801 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎４階

����������������国民健康保険税についてのお知らせ
����������������������������令和８年度から「子ども・子育て支援金制度」が創設されます

子ども・子育て支援金制度は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出していただき、子育てに係る経済
的支援の強化、子ども・子育て世代を対象とする支援の拡充、児童手当の拡充などの取組の財源として活
用され、子ども子育て世代を社会全体で応援する仕組みです。

○令和８年度課税分から子ども・子育て支援金が加わります
現行（令和７年度まで）

医療分 後期高齢者支援金分 介護分
所得割額 ８％ ２％ １．４４％
世帯平等割額 ４０，０００ ５，５００ ５，５００
均等割額 ２２，０００ ８，０００ １３，５００

変更後（令和８年度から）

医療分 後期高齢者支援金分 介護分 子ども・子育て支援金分
所得割額 ８％ ２％ １．４４％ ０．１３％
世帯平等割額 ４０，０００ ５，５００ ５，５００ ３５０
均等割額 ２２，０００ ８，０００ １３，５００ ５００(※１)

※１ 子どもがいる世帯の負担が増えないようにするため、18歳未満被保険者の均等割額は全額軽減さ
れます。
上記に伴い18歳未満の均等割額の合計額は19歳以上の被保険者数で割り、19歳以上の被保険者に
加算となる。

加 算 額 ５０円
賦課限度額 ３０，０００円

○課税額については被保険者の負担軽減を考慮し、県提示の標準保険料率算定額の半分程度に設定して
おります。
⬘ 税務課 ☎３７－２５１８（直通）
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大 間 小 学 校

思いやりの心を大切にする大間っ子に
153年目の新たな歴史を歩み出した大間小学

校。４月７日に17名の新入生を迎え、全校８学
級、児童135名、21名の教職員でスタートしまし
た。入学式で１年生は担任に名前を呼ばれると
元気いっぱい、大きな声で返事をしました。
校訓の一つである「友愛」を今年度もスロー

ガンに掲げ、こどもたちが友達に対して思いや
りの心をもち、自他ともに大切にできる児童の
育成を目指して、教職員一丸となって取り組ん

でまいります。そして、いつまでも地域に愛される大間小学校を目指してまいります。地域の皆様、
どうぞよろしくお願いいたします。

みんな仲間だよ
１年生を迎える会

５月８日(金)に、児童会行事の１年生を迎える会が行われました。
６年生と手をつないで入場した１年生。「大きくなったらアイス屋さ
んになりたいです」や「好きな果物はナシです」などと、思い思いに
堂々と自己紹介をし、会場が温かい拍手に包まれていました。
始めのあいさつでは、この会を企画した６年生代表の青山愛優奈さ

んが、「困ったらいつでもお兄さん、お姉さんを頼ってください。今日
は仲よくできる時間にしましょう。」と話しました。その言葉どおり、
２年生から６年生が協力して縦割り班活動（ゲーム）を楽しみ、１年生
の仲間入りを全校で喜び合いました。これから、１年生から６年生ま
でみんなで力を合わせて絆を深め、大間小学校の児童会を盛り上げて
いきます。

まずはあいさつと廊下歩行から
落ち着いて学校生活を送ることができるように、現在取り

組んでいるのが、「あいさつ」と「廊下歩行」です。気持ちの
よいあいさつや廊下を走らず落ち着いて歩行できた児童に、
教員からお礼と励ましの言葉とともに「ありがとうイイね

カード」を渡しています。
意識する児童が増え、たく

さんのカードを集めていま
す。年度当初に比べ、落ち着いて廊下を歩く児童が増えてきました。
また、自分から進んで誰にでもあいさつをする児童も増えてきまし
た。学校生活の活気の中にも落ち着きも感じられるようになってき
ました。この取組を続け、今後は「時間を守ること」や「言葉づか
い」への取組も行っていきます。
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����� ����������町の税情報 ～町県民税について～
◎町県民税とは
町県民税は一般的に「住民税」と呼ばれ、その年の１月１日にお住いの自治体に納税します。
税額は前年の１月から12月までの所得や生活状況に基づいて計算され、所得割と均等割で構成されて
います。納められた税金は、町民の皆さんの安全安心な生活のためのさまざまな事業に使われます。
なお、県民税は、町民税を納める際に併せて大間町へ納税し、町を経由して青森県へ送られます。

◎住民税の税率
●均等割の税額
均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に町民の方に負担していただく趣旨で設けられており、
税額は次のとおりです。
・町民税 3,000円 ・県民税 1,000円 ・森林環境税 1,000円
●所得割の税額
所得割は所得の大きさや納税者の生活の実情に応じて税額が決定されます。税額は次の計算式によ
り算出されます。
・課税所得金額（所得金額 ― 所得控除額）× 税率 ― 税額控除額 ＝ 所得割額
※総合課税分の税率は、町民税６％、県民税４％となっています。

◎森林環境税について
森林環境税(国税)は、令和６年度から個人住民税均等割課税者に対して、年間1,000円が課税されます。
森林環境税の税収は、国によって森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されます。
個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和５年度まで、復興特別税
として年額1,000円(町500円・県500円)の引き上げが行われていましたが、この臨時措置が終了し、令和
６年度から森林環境税(国税)が導入されております。

◎納税の方法
大間町では毎年６月１日に町県民税の税額が決定となり、６月上旬に納付書又は通知書を発送してお

ります。年金特徴以外の特別徴収の方は、会社経由で決定通知書がお手元に届きます。
●普通徴収
自営業の方やサラリーマンでも会社で特別徴収（給与天引き）をしていない方については、納付書を
送付しますので、その納付書により年４回に分けて納税していただきます。
●特別徴収（会社勤めの方）
会社勤めの方（普通徴収以外の方）については、会社で税額を毎月の給与から天引きし、役場に納入
していただきます。納期は６月から翌年５月までの12回に分けて行います。
なお、退職された方につきましては、次に該当する方を除き、未納付分を普通徴収により納税してい
ただきます。
① 給与から未納付分の税額を一括で天引きされる方
② 新しい会社に再就職し、その会社で未納付分の税額を特別徴収することができる方
●特別徴収（年金所得のある方）
当該年度で４月１日に公的年金などの支払いを受けている65歳以上の方については、公的年金所得
に係る税額分が年金から徴収されます。ただし、年金給付が年額18万円以下の場合、年金給付額を町
県民税が上回る場合、介護保険料が年金から徴収されていない場合は対象外となります。
※公的年金所得以外の所得に係る税額は普通徴収及び会社での特別徴収で納めることになります。

個人町民税・県民税均等割、森林環境税額
令和５年度まで 令和６年度から

森林環境税(国税) － 1,000円
個人町民税均等割 3,500円(うち復興税500円) 3,000円
個人県民税均等割 1,500円(うち復興税500円) 1,000円

合計 5,000円(うち復興税1,000円) 5,000円
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◎特別徴収は義務です！
所得税の源泉徴収義務のある事業主（給与支払者）は、従業員の個人住民税を特別徴収することが法律

（地方税法第321条の４及び市区町村条例）により義務付けられています。従業員はパートやアルバイト
など全ての従業員が対象となり、事務が繁雑であることを理由に普通徴収とすることはできません。た
だし、従業員が常時２人以下の家事使用人のみに給与を支払う場合は、特別徴収しなくても構いません。

◎令和８年度の納期限
令和８年度町県民税の納期限は次のとおりとなりますので、納め忘れに注意しましょう！
・第１期 令和８年６月30日(火) ・第２期 令和８年８月31日(月)
・第３期 令和８年11月２日(月) ・第４期 令和９年２月１日(月)
⬘ 税務課 ☎３７－２５１８（直通）

�����������������������������������大間町ブルーマリンフェスティバル2026への露店出店申込を受付します！
令和８年８月14日(金)に開催される、大間町ブルーマリンフェスティバル2026への露店出店の申込受
付を開始します。
出店を希望される方は、下記の内容のとおり申し込みをお願いいたします。

☆重要事項☆
・出店数を20店舗とし、キッチンカーは３台に制限します。
・大間町内事業者（キッチンカー含む）を優先して受け付けます。
・１店舗幅3.8ｍ×奥行３ｍのスペース内（キッチンカーは別）での出店とします。

★注意事項★
①露店出店者へのテント、イス、テーブル等の物品の貸し出しは行いません。
②各自テントや電源・消火器など、出店に必要な物を準備してください。ご理解のうえお申込み
ください。

③申し込む際に、臨時飲食店営業許可のコピーを添付してください。
④原則、１事業者１店舗です。
⑤他の者に転貸または業務委託、もしくは名前貸し等をすることを禁じます。

※会場内の関係者駐車スペースの混雑を防ぐため、各露店の車両は２台に制限し、イベント中の車両出
入りは１台に制限します（１台目：イベント時間外通行許可証、２台目：会場内通行駐車許可証を発行
し７月の説明会の際に交付します）。
申し込みをされた方（代表者）は、７月13日(月)午後３時からの説明会へ出席をお願いいたします。申
込者には、後日案内文を送付いたします。

【申込内容】

【締 切】令和８年６月19日(金)厳守
【申込方法】直接持参またはFAX
【申 込 先】大間町ブルーマリンフェスティバル実行委員会（大間町役場 産業振興課内）

☎３７－２５３８（直通）／FAX３７－４７４４

店 舗 名

キッチンカーは店舗名のほかに、キッチンカーと記入してください

（代表者名： ）

住 所

連 絡 先



12

����� ��������������令和８年度 特定健診・がん検診のお知らせ
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���������６月は【食育月間】
食育とは、生きるための基本であり、知育・徳育および体育の基礎となるべきもので、『食』に関

する知識と選択する力を身に付けて健全な食生活を送ることが出来る人を育てることです。（食育
基本法より）

���������� ���������������「料理教室」のご案内 (大間町食生活改善推進協議会）
私たち食生活改善推進員は、食に関する勉強や地域でのボランティア活動を行っています。
お子様から大人まで町民の方、どなたでも参加できますので、ぜひお申し込みください！

場 所 スマイリー調理室
参 加 費 無料
持 ち 物 エプロン、三角巾
申し込み 健康づくり推進課 ☎３１－０３５０（直通）※定員になり次第締め切ります。

日 時 テ ー マ

６月19日(金） 午前10時～正午
※受付９時50分～

エコクッキング～食材とエネルギーの無駄をなくす～
メニュー「デコレーション大根もち、大根の皮の浅漬け」

８月３日(月） 午前10時～正午
※受付９時50分～

おやこの食育教室
メニュー「ミニ海苔巻き、パインのラッシードリンク」

９月１日(火） 午前10時～正午
※受付９時50分～

災害時にも役立つ調理法～ポリ袋を使ったパッククッキング～
メニュー「サバ缶＆トマトカレー、切り干し大根のサラダ、プリン」

９月17日(木） 午前10時～正午
※受付９時50分～

高齢者のバランスのとれた食事
メニュー「サバそぼろのビビンバ、豆乳スープ」

11月12日(木） 午前10時～正午
※受付９時50分～

生活習慣病予防の食事～塩分、脂質を抑えた600㎉メニュー～
メニュー「ごはん、肉じゃが、酢の物、キャベツ漬、果物」

令和８年６月７日(日)から６月13日(土)までの７日間、危険物安全週間が実施されます。危険物安全
週間の目的は、危険物を取り扱う事業所の自主保安体制の確立を呼びかけるとともに、住民の危険物に
対する意識の高揚と啓発を図ることを目的に実施しています。
危険物とは、消防法で定められているもので、ガソリン・灯油・軽油・油性塗料などがあり、事業所等

で利用されるとともに、私たちの生活にも深く浸透し、日常生活においても欠かすことのできない存在
になっています。これらの危険物は、その取り扱い方法を誤ると、火災等の災害を引き起こす危険性を
持っています。住民の皆さん、危険物を使用する際は、取り扱いに十分注意しましょう。

【令和８年度危険物安全週間推進標語】
「つかみ取れ！めざす無事故の頂を」

⬘ 大間消防署 予防係 ☎３７－３１０７

���������������������令和８年度「危険物安全週間」が始まります！
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�����������������『「いつもの薬」ってなんだろう？』
みなさんこんにちは。寒かった冬も終わり、桜を見るのも束の間、早くも新緑の季節になりましたね。
今月は、病院での定期処方についてお話ししていきます。よく外来で「いつもの薬をもらいに来ました。」
とお話しされるのを耳にします。ここで言う“いつもの薬”とはなんでしょうか。病院では、みなさん一人一人
に合わせたお薬を、診察室での様子や会話などから得た情報をもとに、オーダーメイドで組み合わせて処方し
ています。
例えば、診察室に入ってくるときに何も使わずにスタスタ歩いて入ってくるのか、杖を使ってなのか、車椅
子で入ってくるのか。また、一人で入ってくるのか、ヘルパーさんと入ってくるのか、一緒に住んでいるご家
族と入ってくるのか。意外に感じるかもしれませんが、こんなところから薬選びが始まります。
医師から「家での血圧はどうですか？測っていなければ測ってください。血圧計持ってなければ買ってく
ださい。」と言われ、いつも煩わしいなと感じている方もいらっしゃるかもしれませんが、こういったことも
薬を組み合わせたりするうえで大事なポイントなのです。
医師の世界にもルールがあります。それは「無診察診療の禁止」です。これは医師が自ら診察した病気以外
に治療を行ってはいけないことを指します。つまり、みなさんのご家庭での血圧がどのような状態かわから
ないと、ルール違反となってしまい、薬を処方することができないのです。他の病気も同じです。糖尿病やコ
レステロールの病気であれば、今の病状を把握するため、採血や尿検査が必要となります。難しい話が多く
なってしまいましたが、いつもの薬というのは、みなさんが診察室に入ってくる様子から始まり、診察室を出
ていくまでの医師、看護師とのお話しを含めた全てを確認したうえで、同じ薬の内容で大丈夫ですね、同じで
出しておきますね、ということなのです。
毎回しつこく聞かれて気分が不快になることもあるかもしれませんが、ルールを守って診察されたうえで
今のみなさんの健康が守られています。
私たちもがんばります。みなさん、引き続き大間病院へのご協力をお願いしますね。

No .３４０病院だより 今月の担当医
副院長 落合 秀也

�������������������生活困窮者自立相談支援事業等のお知らせ

�����������������むつ総合病院入院セットレンタル開始
入院の際に必要となる寝巻き・タオル類・日用品・紙おむつ類等を、洗濯付の日額定額制レンタルにてご利
用いただけます。また、万が一、事情により入院費の支払いが遅延した場合、信用保証会社に一時的に立替払
いしてもらえる入院保証サービス付きですので、入院準備や補充の手間や支払い等の心労・心配も軽減できます。
詳細は、むつ総合病院ホームページにてご確認ください。
▶い つ ６月１日(月)から
▶どこで むつ総合病院 院内受付ブース（病棟エレベーターホール付近）
⬘ むつ総合病院管財・施設経営課用度調達室 ☎２２－２１１１ 内線３２８２
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各都道府県の方々から寄附を賜りありがとうございました‼

令和７年度の寄附総額

19,236,000円

����������������大間町ふるさと応援寄附金活用実績
ふるさと応援寄附金は全額ふるさと応援基金に積み立て、基金から町の事業に活用されました。

大間、奥戸、材木地区
の祭典費や人材育成
費に活用しました。

し尿処理事業（下北広域行政事務組合負担金）に
活用しました。

各種健診事業に活用
しました。

インフルエンザ予防接種に活用しました。

令和７年度
活用事業例

寄附件数

583件

応援メッセージ紹介
◆ガンバロウ。
◆昨年、大間出身の母が他界し昨年からふるさと納税をさせて頂いております。マグロが無いのは残念
ですが、これからも母の代わりに寄付をしていきますので、少しですが町政にお役に立てればと思い
ます。
◆10月に役場の無料レンタサイクルをお借りして大間崎を巡りマグロ刺身をいただいてきた老夫婦で
す。平坦な道で助かりましたが、途中道に迷い地元の方々に教えていただきました。タイムロスがあ
り会津斗南藩資料館には行けませんでした。次回は行きたいと思っております。皆様のご親切嬉しく
良い思い出になりました。
◆大間町のさらなる発展をお祈りしています。
◆応援しています！
◆安定した収入と自然環境の維持を祈念いたします。そして大間のブランドマグロを永遠に！
◆大間のマグロはとろける旨みで大好き。お正月に食べれるのを楽しみにしています。
◆２年前にそちらに行くことがありまして、応援しています。
◆クロマグロ漁という日本の伝統を守り抜いてください！自分も農業を通し、守りぬいて参ります。
◆大好きな街です。遠いと思ったことはありません。ほぼ毎年訪れています。ずっと素敵な街、輝く人
たちでいて下さい。またよろしくお願いします。
◆今年11月に初めて大間にお邪魔しました。美味しいマグロ、優しい人々に迎えられ、大変温かい気持
ちになる旅となりました。ぜひ応援したいと思い選ばせていただきます。
◆人口が減少する昨今ですが、大間のマグロという大切な観光資源の保全や、交通利便性の向上に向け、
応援しています！
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����� ������������令和７年度 情報公開制度等の運用状況
町では、「情報公開制度」及び「個人情報保護制度」について、町民の皆さまの理解と信頼を深め、よ
り適正に制度の運用が図られるように運用状況を公表します。
◎行政文書の開示請求及び決定の状況

◎個人情報の開示請求及び決定の状況

情 報 公 開 制 度 … 町が保有している行政文書を開示することにより、公正で開かれた町政を推進す
る制度

個人情報保護制度 … 生存する個人のプライバシーを保護することを目的として、町が保有している情
報について、適正に管理・保護するとともに、町民の皆さまに関する情報につい
て、開示、訂正、追加、削除等を求める権利を保障する制度

⬘ 総務課 ☎３７－２１１１

開 示
請求件数

開示請求に対する決定等の内容
訂正等 是正 苦情相談 不服申立て

件数開示 部分開示 不開示 却下 取下げ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

開 示
請求件数

開示請求に対する決定等の内容 不服申立て
件数開示 部分開示 不開示 不存在 却下 取下げ

5 3 0 1 1 0 0 0

������������������������������「土砂災害から身を守るために」～６月は土砂災害防止月間です～
土砂災害から身を守るために、日頃の備えと早めの避難が必要です。土砂災害は、台風などの大雨の
時期に特に多く発生します。身の危険や周囲に異変を感じたら、ただちに避難するとともに、役場等へ
連絡しましょう。
土砂災害警戒情報や土砂災害警戒区域等マップなど、土砂災害に関する情報は、青森県庁ホームペー
ジから“防災情報（砂防）”で検索するか、大間町防災ハザードマップでもご確認いただけます。
○参考ＵＲＬ
・防災情報（砂防）
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kasensabo/dosha_keikai_itiran.html
・大間町ハザードマップ
https://www.town.ooma.lg.jp/lifeguide/firefighting/2024-0305-1802-18.html

⬘ 総務課 ☎３７－２１１１
青森県 県土整備部 河川砂防課 砂防グループ ☎０１７－７３４－９６７０

���������������������ふるさと納税返礼品の事業者になりませんか？
大間町では、ふるさと納税の返礼品を扱う事業者を募集しています。
事業者や個人等が製造・販売している商品をインターネットのふるさと納税ポータルサイトで広く全
国の方に発信しています。ポータルサイトに掲載することで全国に商品をＰＲすることができ、登録、
掲載する費用は一切かかりません。
返礼品は、大間町内で生産・製造された物品または提供されるサービスなど条件や一定の基準があり
ますので詳しくは下記までお問い合わせください。
⬘ 企画経営課 ☎３７－２５０４（直通）
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令和９年３月新規高等学校卒業予定者を対象とした求人申込み受付が６月１日(月)からハローワーク
むつで始まります。地域の発展のためには、地元に若い人材が定着することが必要です。早期の求人申
込みが、より良い人材の確保につながります。高校生の地元定着のため、早期の求人申込みをお願いい
たします。

～令和８年度の選考までのスケジュール～
６月 １日(月) 求人受理開始
７月 １日(水) 各高校・生徒への求人情報の提供開始

（高校生の多くはこの間の早い時期に応募先を決めることになります。）
９月 ５日(土) 各高校から生徒の推薦開始
９月１６日(水) 選考開始

求人申込みの方法等、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
⬘ ハローワークむつ 学卒係 ☎２２－１３３１

��������������新規高卒予定者の求人受理開始

������������������������������教員免許状保有者研修会(下北地区)～教職への扉～を開催します
幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の教員免許状をお持ちのみなさまへ。令和４年７月

１日に免許更新制度が廃止となりました。教員免許の変更点について知りたい方、教員の仕事に興味が
ある方、一度足を運んでみませんか。
・い つ ６月14日(日)

説 明 会：午前10時 ～午前10時40分
個別相談会：午前10時40分～午前11時40分

・ど こ で 下北文化会館 マルチルーム１
・申込方法 ＱＲコード
・申込期間 ６月９日(火)まで
⬘ 下北教育事務所 総務課 石田 ☎２２－１３５１

�������������定例労働相談会開催について
個々の労働者と事業主との間に生じた労働問題（解雇・賃金引き下げ・長時間労働・パワハラなど）に
ついて、青森県労働委員会委員が相談に応じます。
【日時及び開催場所】

【対 象 者】県内の労働者、事業主
【対 応 者】青森県労働委員会委員
（青森県労働委員会とは）
青森県の行政機関の一つ。労働問題について専門的知識を持つ、公益委員（弁護士等）、労働者委員

（労働組合役員等）、使用者委員（会社経営者等）で構成されており、中立・公正な立場で労働問題を解
決する。
【費 用】無料
【利用方法】随時受付（予約優先）
⬘ 青森県労働委員会事務局 ☎０１７－７３４－９８３２／FAX０１７－７３４－８３１１
ＵＲＬ(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/roi/roi-sodankai.html)

開催日 時 間 場 所
６月 ２日（火） 午後１時３０分～午後３時３０分

青森県労働委員会（東奥日報新町ビル４階）
６月２１日（日） 午前１０時～正午
７月 ７日（火） 午後１時３０分～午後３時３０分
７月１２日（日） 午前１０時～正午

ＱＲコードはこちら
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�����������������������「青森県外国人材雇用サポートデスク」のお知らせ
県では、外国人材の雇用に関心のある県内事業者等を対象に、専任コーディネーターが採用手続きや
受入れに係るアドバイスを無料で行う「青森県外国人材雇用サポートデスク」を開設しています。
ご検討段階でも丁寧にレクチャーしますので、お気軽にご相談ください。
●場 所：青森県観光物産館アスパム ２階
●業務内容：窓口対応、巡回相談、講師派遣等
●相談予約：下記の専用フォームからお申し込みください。

https://forms.gle/sPr1YstDnk9VwDou9
●ホームページ：https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/seisaku/seisaku/aomori-support.html
⬘ 青森県 総合政策部 総合政策課 所得向上・労働力確保対策グループ
☎０１７－７３４－９１３１ E-mail：sousei@pref.aomori.lg.jp

������������自動車税の納付はお早めに
今年度の自動車税の納期限は６月30日(火)です。
納期限までに、忘れずに納付をお願いします。
自動車税は金融機関や県税事務所の窓口、お近くのコンビニエンスストアなどで納付できます。
また、納税通知書についている二次元コードを利用して、クレジットカード、インターネットバンキン
グ、電子マネーでも納付できます。
詳しくは、納税通知書の同封チラシをご覧ください。
⬘ 『青森県下北県税事務所 納税管理課』

☎２２－８５８１ 内線２１０、２１１
※アプリの操作方法については各決済事業者にご確認ください。

����������借金に関する相談窓口
相談員が借金の状況等をお伺いし、必要に応じて、
弁護士等に引継ぎを行います。一人で悩まず、ご相
談ください。秘密厳守・無料です。
【受 付 時 間】月～金（祝日・年末年始除く）

午前８時30分～正午、
午後１時～午後４時30分

【問 合 せ】東北財務局青森財務事務所
理財課

【相談専用電話】０１７－７７４－６４８８

������♨大間温泉♨
海峡保養センター ☎３７－４３３４
■営業時間 午前８時～午後９時

養老センター ☎３７－２４１１
■営業時間 午前９時～午後８時
■今月の休館日
２日、９日、16日、23日、30日（毎週火曜日）

����������������������������障がいに関する相談所の開設について(大間町相談支援事業)
相談支援事業とは、障がいのある人の福祉に関する様々な問題について、障がいのある人等からの相
談に応じ、情報の提供や障がい福祉サービスの利用支援を行うほか、権利擁護のために必要な援助を行
います。
■日 時：令和８年６月17日(水) 午後１時～午後２時
■場 所：大間町役場１階 小会議室１
むつ市障がい者相談事業所の相談員が相談や助言を行います。身近にあるささいなことでもお気軽に
ご相談ください。なお、相談を希望される方は、事前に下記へご連絡くださるようお願いいたします。
⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）
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読書や映画鑑賞がお好きな方なら、海外を舞台にした作品を数多くご覧になったことがあるでしょう。
その舞台は地球上の別の国だったり、まったく異なる世界だったりします。日本出身ではない私にとっ
て、日本人が制作したこうした作品を見るのはとても興味深いことです。
その理由を説明するために、まず皆さんに質問させてください。「他の惑星に生命が存在する」と信じ
ますか？もし存在するとしたら、それはどのような姿をしているでしょうか？地球以外の惑星にどんな
生命がいるのかを知ることは不可能です。そのため、ＳＦ作品で宇宙人を描くとき、私たちは地球上で
知っている動物や生き物に似た姿を想像しがちです。
このように、日本人が制作した「海外を舞台にした物語」には、日本人自身が気づいていない、必ずし
も普遍的ではない要素が含まれていることがよくあります。例えば、カトリック教会の聖職者が仏教の
祈祷杖を持っている映画や、アメリカでは「マイル」で速度を計測するはずなのに、古いアメリカ車が
「キロメートル」で速度を計測している映画を見たことがあります。
こうした些細な表現の違いは、日本のメディアに限ったことではありません。ハリウッド映画を観る
ときも、現実世界ではなく、アメリカ人監督の視点を通して世界を見ていることが多いはずです。西洋
のメディアに描かれる日本の姿を見て、多くのアメリカ人が私に日本について奇妙な質問をしてきたり、
「日本全体が東京のような大都会だ」と思い込んだりしています。
良い物語を作るうえで、必ずしも現実世界を完璧に正確に描写する必要はありません。ですから、こ
うした違いが作品に現れるのは決して悪いことではないと思います。しかし、そうした物語を分析する
ことはとても有意義で、それ自体が面白いものです。また、分析自体も興味深いものです。なぜなら、異
世界を舞台にした物語の中に「日本的なもの」が現れる瞬間は、日本人が「これぞ日本的だ」と認識して
いる価値観や、逆に「世界共通だ」と信じ込んでいる考え方を垣間見ることができるからです。もちろん、
アメリカ人である私自身も、自分たちの文化を「世界共通だ」と勘違いしていることがよくあります。
記事を読んでいる皆さん、日本に住んだことのない人が描いた、現実とはかけ離れた「日本の生活」を
描いた作品を、見たことはありますか？

������������������Paul(ポール)のROOM(部屋)

������������♦むつ科学技術館だより♦
【シアター上映のご案内】 【つくってたいけん工作教室のご案内】
○午前10時～ ＜開 催 日＞土曜日・日曜日・祝日に開催します。
ディズニーソフト「チップとデール（全８話）」 ＜開催時間＞午前10時～／午後３時～
○午後１時～ 「ちょうちんカップをつくろう！」
マンガ偉人物語「エジソン／メンデル」 ※参加費・予約不要
＜場 所＞コミュニケーションシアター ＜場 所＞つくってたいけん工作コーナー

【たのしい実験教室のご案内】
＜開 催 日＞毎週日曜日に開催します。
＜開催時間＞①午前11時～ ②午後２時～
＜内 容＞①「超低温の世界を調べよう」 ⬘ むつ科学技術館

②「真空の世界を調べよう」 ☎２５－２０９１ FAX２５－２０９２
＜場 所＞１階探求コーナー ≪ＵＲＬ≫http://msm720.jaea.go.jp

���今月の
����あいさつ
� �運 動

～児童生徒をみんなで見守りましょう～
６月１８日(木) 午前７時２０分～午前７時４０分
＜大間地区＞・大間小学校前交差点・町営住宅前交差点
＜奥戸地区＞・奥戸小学校前
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令和８年４月末現在( )前月比
��������わたしたちのまち

＝お願い＝
新聞へのお悔やみ情報の掲載を希望する方
は、届出の際に係に申し出て下さい。

広報 第698号 発行日：2026年６月１日

発行：大間町 編集：企画経営課
〒039-4601 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4

☎(0175)37-2111
HPアドレス https://www. town. ooma. lg. jp

印刷所：協同印刷工業株式会社

個人のプライバシーを尊重し、届出の際に掲
載の意思を確認させていただいております。

４月届出分

人 口 男 女 世 帯 数

総数 4,505(＋21) 2,313(＋20) 2,192(＋ 1) 2,446(＋23)

大間 3,585(＋22) 1,849(＋17) 1,736(＋ 5) 1,930(＋22)

奥戸 796(－ 1) 393(＋ 3) 403(－ 4) 442(± 0)

材木 124(± 0) 71(± 0) 53(± 0) 74(＋ 1)

北村 咲那
え な

ちゃん（冬樹さん）
蛯子 大

はる

くん （成矢さん）

正根 曻さん 72歳（根田内）
米 忠雄さん 91歳（大間平）
須藤 誠市さん 74歳（下手道）
山口 陽子さん 74歳（向町）
田中ゆきみさん 93歳（下手道）
柳谷 敬子さん 95歳（向町）

大間町ＨＰ

大間町公式YouTube

大間町公式LINE

今年度、町内でイノシシの出没が確認されています。本来、イノシシは臆病な動物なので、
通常はこちらから何もしない限り突然襲ってくることはまずありません。イノシシを見か
けても、大声を出したり、物を投げたり、追いかけるなどの刺激を与えずに興奮させないこ
とが大切です。興奮すると人を攻撃するおそれがありますので、近づかずに落ち着いてゆっ
くりとその場から離れましょう。
イノシシを寄せ付けない環境づくりとして、生ゴミ、残飯などを屋外に置かない、廃棄作

物や野菜くずを畑に放置しない、エサを与えない、草刈りで適切な管理を徹底しましょう。
安全で快適なまちづくりのため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

⬘ 産業振興課 ☎３７－２５３７（直通）

�������������イノシシの被害対策について

今月はありません


